
令和７年度前学期 茨城⼤学授業料免除制度 確認⽤フロー（1/2）
日本人学生

大学院生

学部生

問合せ先︓茨城⼤学スチューデントライフサポート室 (shien_soudan@ml.ibaraki.ac.jp)

大学独自制度(免除・徴収猶予)

④日本人大学院生用しおり

被災学生に該当していますか？
(「被災学生」の定義について)

日本学生支援機構の給付奨学金に採用されていない
（高等教育の修学支援新制度）

入学までに3浪以上している

修学支援新制度の資産基準を超過している
【資産基準】学⽣・⽣徒本⼈とその⽣計維持者の「資産」の合計額が5,000万円未満（多⼦世帯は３億円未満）であること。
「資産」は現⾦及びこれに準ずるもの、預貯⾦、有価証券の合計額であり、不動産は含みません。

Yes

No

No

日本学生支援機構の
給付奨学金採用済

（高等教育の修学支援新制度）

※給付奨学金が支給停止中の
者も含む

大学独自制度
(授業料免除(被災学生)、徴収猶予)

③新制度対象外_学部生用しおり

授業料免除制度なし

※授業料徴収猶予制度
には申請できます。
ご希望の場合は左の
③しおりをご確認くだ
さい。

原則、日本学生支援機構の給付奨学金に申請すること

高等教育の修学支援新制度
(給付奨学金＋授業料等減免)

①新制度_給付奨学生用お知らせ

②新制度_新規申請者用しおり

※このフロー図は、あくまで制度の概要を⽰すものであり、このフロー通りの制度に必ず該当しているとは限りません。
必ず各制度の資料や授業料免除のしおりをご確認のうえ、ご⾃⾝が制度に該当しているかご確認ください。

Yes

Yes No

提出書類のしおり及び様式は、
大学HPに掲載しています。
茨城大学＞ホーム＞在学生向け
情報＞経済的支援制度＞申請案
内・申請様式のダウンロード（学
費免除／徴収猶予）

②しおり ①お知らせ

https://www.ibaraki.ac.jp/student/economicsupport/shinsei_exemption/index.html
https://www.ibaraki.ac.jp/student/economicsupport/excnewsys/index.html
https://www.ibaraki.ac.jp/student/economicsupport/excnewsys/index.html
https://www.ibaraki.ac.jp/student/economicsupport/exemption/hisai_exemption/index.html
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私費外国人留学生

(※「私費外国⼈留学⽣」は⽇本国の法律（「出⼊国管理及び難⺠認定法」）に定められ
る在留資格が「留学」の者。在留資格「永住者」「⽇本⼈の配偶者等」 「永住者の配偶
者」 「定住者」の者は、⽇本⼈学⽣のフローをご確認ください。)

問合せ先︓茨城⼤学スチューデントライフサポート室 (shien_soudan@ml.ibaraki.ac.jp)

令和７年４月時点で博士後期課程に在籍している

Yes

※このフロー図は、あくまで制度の概要を⽰すものであり、このフロー通りの制度に必ず該当しているとは限りません。
必ず各制度の資料や授業料免除のしおりをご確認のうえ、ご⾃⾝が制度に該当しているかご確認ください。

Yes

No

提出書類のしおり及び様式は、
大学HPに掲載しています。
茨城大学＞ホーム＞在学生向
け情報＞経済的支援制度＞申
請案内・申請様式のダウンロー
ド（学費免除／徴収猶予）

大学独自制度(免除・徴収猶予)

⑥私費外国人留学生用しおり
⑤に該当しない私費外国人留学生である者

令和４（2022）年度以前の入学者である

No

大学独自制度(免除・徴収猶予)

⑤私費外国人留学生用しおり
令和５（2023）年度以降入学者（博士後期課
程除く）

https://www.ibaraki.ac.jp/student/economicsupport/shinsei_exemption/index.html

